
 

 

 

 

 

 

 

令和８年度 第 21－物企 3 号 

庁内ネットワークサーバ等機器の購入 
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1.業務名称 

庁内ネットワークサーバ等機器の購入 

 

2.総則 

本仕様書に示す機器の仕様については、主要事項のみを示したものであり、本仕様書に明記されていない事項であって

も、機器が当然備えるべき事項については含まれるものとする。 

 

3.調達概要 

調達機器およびソフトウェア等の概要は次のとおりとし、詳細仕様については別紙① 「庁内ネットワーク更新機器調達

明細書」のとおりとする。なお、調達機器等には正常に動作するために必要な電源ケーブル、接続ケーブル、部材等を含め

る。 

機器の選定については本庁の庁内環境、他の既設機器等との連携による安定稼働および設定作業等の簡素化を図

るため、別紙①「庁内ネットワークサーバ等機器調達明細書」に記載する機器および付属品等を指定するものとします。な

お、後継機や上位機種等で支障がないと保証できる機器であればこの限りではありません。 

 

4.納入時期および納入場所 

契約締結日から令和８年 9 月３0 日までとする。 

 

5.納入場所 

日野町役場（滋賀県蒲生郡日野町河原一丁目 1 番地）のほか当町が指定する場所において、機器を開封してラッ

クまたは机上に仮設置する。機器等の設定によるシステム構築作業は、既存の庁内ネットワーク保守事業者に業務委託

する予定であるため、関係者等との調整により納品場所を決定するものとする。 

 

6.提出書類 

（１）完成図書 

 ①納品一覧表 

 ②納品写真 

 ③保証書、ユーザ登録票、ライセンス関係書類、各種マニュアル等 

（２）完了届 

（３）目的物引渡書 

（４）その他当町が指定する書類等 

  

7.ラック設置にかかる付帯作業 

①既設のエーエス社製免振装置(SSX-410-1190-E)へのラック設置 

・事前に現地調査の上、設置に当たって必要となる部材は落札者が手配すること。 



②旧ラックの取り外し撤去 

・旧ラック 1 台の免振装置からの取り外し及び当町指定の場所への運搬を行うこと。 

③ラックへの機器搭載 

・本調達にて手配した機器について、ラック搭載を行うこと。 

・機器の LAN・FC・電源ケーブルの結線作業を行うこと。 

 

8. ネットワークシステム構築における条件（ソフトウェア等の動作保証） 

ネットワークシステムの構築には、保有または別に調達する下記のソフトウェア等を用いる予定であり、調達機器はこれら

のソフトウェア等をインストールし、単体および連携して正常に動作することが保証できるものを選定すること。詳細仕様につ

いては別紙② 「ネットワークシステム構築における利用ソフトウェア等一覧表」のとおり。 

 

9.設定作業について 

LGWAN への接続環境は既存庁内ネットワークとの安定性の高い連携が必須とし、設定作業の実施にあたっては、当

町ネットワークおよび行政情報システムの構築事業者ならびに保守事業者である、株式会社ケーケーシー情報システムに

業務委託する予定である。 

 

10.全般事項について 

(1) 納入業者は、本契約完了後、日程等について、担当者と打ち合わせに入ること。 

(2) 納入にあたっては、本町の業務に支障をきたさないよう落札業者と調整のうえ決定するものとする。 

(3) 納入担当者は、電話、電子メールの各手段によって、事務的、技術的な打ち合わせ等の連絡および報告が可能

であること。 

(4) 搬入および養生するために当然必要になる作業、消耗品等については受注者の負担で用意すること。 

(5) 導入に際して出た梱包材、ゴミ等は落札者にて持ち帰り適切に処分すること。 

 

11.質疑について 

質疑のある場合は、令和 8 年 5 月 19 日（火）正午までに、下記連絡先までメールで提出すること。期日までに、質

疑がなかった場合は、質疑はなかったものとみなします。 

質疑は、会社名、担当者名、連絡先を明記のうえ提出すること。また、質疑のあった内容および回答については、質疑

者の名称等を伏せた上で、令和 8 年 5 月 21 日（木）までに日野町ホームページに掲載します。なお、質問書の様式に

ついては、日野町ホームページに掲載しています。 

 

12. 仮契約締結及び本契約締結に関する条件 

本入札による物品購入契約の締結は、日野町議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例（昭

和３９年条例第１０号）第３条の規定に基づき、議会の議決を要するため、落札者決定後に仮契約を締結し、議会

の議決後に本契約を締結する。ただし、議会の議決を得ることができなかった場合は、本契約を締結しないものとする。 



13.連絡先 

住所：〒529-1698 滋賀県蒲生郡日野町河原一丁目 1 番地 

     日野町役場 企画振興課 情報政策担当  担当：奥野 博志（おくの ひろし） 

電話：0748-52-6557  

メール：jyouhou@town.shiga-hino.lg.jp 


